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～はじめに～ 
このしおりは、令和５年５月時点において、障がいのある方もしくは家族の方が利

用できる主な制度をまとめたものです。 

記載している内容は、最小限にとどめていますので、詳しくは、それぞれの担当窓

口にお問い合わせください。 

 今後、制度の内容等が変更となる場合もありますので確認のうえ、ご利用を 

お願いいたします。                東温市 社会福祉課 
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～マイナンバー（個人番号）について～ 
障がい福祉分野における手続きには、平成 28 年 1 月 1 日から原則としてマイナン

バー（個人番号）が必要となりました。 

窓口にお越しいただく際には、『個人番号(マイナンバー)カード』もしくは『通知カ

ードなどのマイナンバーが確認できる書類』と『運転免許証、運転経歴証明書などの

本人確認書類』を持ってお越しください。 

 

 

 
 

１．障がい者手帳について 

１ 身体障害者手帳 

身体障がいのある人が、各種サービスや支援を受けやすくするために必要な手帳

です。法律に定められた一定の障がいに該当すると認定された場合に交付されます。 

手帳の等級は、１～６級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表し

ています。福祉総合支援センターで審査を行い、身体上の障がいがあると認められ

た方に交付されます。 
 
＜申請に必要なもの＞ 

 ① 申請書 

 ② 診断書・意見書（指定医療機関で作成したもの） 

 ③ 顔写真（たて４㎝×よこ３㎝）１枚 

④ 印鑑（本人の署名が得られる場合は不要） 
 
＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
 
 

２ 療育手帳 

  知的障がいのある人が、各種サービスや支援を受けやすくするために必要な手帳

です。専門機関において、知能検査や社会性・生活能力などを総合的に勘案して判

定が行われ、一定の障がいに該当すると認定された場合に交付されます。 

  手帳の障がい程度は、Ａ又はＢに区分され、Ａの方が障がいが重いことを表して

います。 
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＜手続きの流れ＞ 

 ① 申請書などを市に提出します。 

 ② 愛媛県福祉総合支援センターで判定を受けます。 

 ③ 市から手帳交付のお知らせが届いたら、窓口で手帳を受け取ります。 
 
＜申請に必要なもの＞ 

① 申請書 

② 交付（確認）申請調書 

③ 顔写真（たて４㎝×よこ３㎝）１枚 
 
＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 

３ 精神障害者保健福祉手帳 

精神障がいのある人が、各種サービスや支援を受けやすくするために必要な手帳

です。精神障がいにより長期にわたって日常生活または社会生活に制約があると認

定された場合に交付されます。 

手帳の等級は、１～３級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表し

ています。 
 
＜申請に必要なもの＞ 

 ① 申請書 

 ② 診断書（または年金証書の写し） 

 ③ 顔写真（たて４㎝×よこ３㎝）１枚（原則必要。特別な事情がある場合は貼付無し可） 

④ 日本年金機構等へ照会するための同意書（年金証書で申請する場合） 

⑤ 印鑑（本人の署名が得られる場合は不要） 
 
＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
 

４ 障害者手帳アプリ「ミライロＩＤ」について 

県や市町の公共施設等では、障がい者手帳の代わりにスマートフォンアプリ「ミ

ライロ ID」の画面を提示することで、障がい者割引等が適用される取組みを進めて

います。 

県内の利用可能施設等は、愛媛県ホームページで公開しています。 

アドレス： 

https://www.pref.ehime.jp/h20700/mirairo/riyoukano_sisetu.html 

 

なお、「ミライロ ID」の詳細については、下記をご確認ください。 

アドレス：https://mirairo-id.jp/ 
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２．福祉サービスなどについて 

１ 障害福祉サービス 

  障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活が

できるようにサポートする制度です。 

  在宅生活を支援する「訪問系サービス」、施設への通所や入所施設での昼間の活動

を支援する「日中活動系サービス」、入所施設での夜間や休日の活動等を支援する「居

住系サービス」などがあります。 

 

＜サービスの種類＞ 

 ① 訪問系サービス 

給付の種類 サービスの名称 サービスの内容 

介護給付 

★居宅介護 

（ホームヘルプ） 

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をし

ます。 

☆重度訪問介護 

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人

に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助

や外出時の移動の支援などをします。 

★行動援護 

知的障がいや精神障がいにより行動が困

難で介護が必要な人に、必要な介助や外出

時の移動の支援などをします。 

★同行援護 

重度の視覚障がいにより移動が困難な人

に対して、外出時に同行して移動の支援な

どを行います。 

★短期入所 

（ショートステイ） 

家で介護を行う人が病気などの場合、一時

的に施設へ入所することができます。 

★重度障害者等 

包括支援 

介護が必要な程度が非常に高いと認めら

れた人に、居宅介護などの障害福祉サービ

スを組み合わせて、包括的に提供します。 

② 日中活動系サービス 

給付の種類 サービスの名称 サービスの内容 

介護給付 

療養介護 

医療の必要な障がい者で常に介護が必要

な人に、医療機関での機能訓練や療養上の

管理、看護、介護などをします。 

生活介護 

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せ

つ、食事の介護や創作的活動などの機会を

提供します。 

訓練等給付 自立訓練 

自立した日常生活や社会生活ができるよ

う、一定の期間における身体機能や生活能

力向上のために必要な訓練を行います。 
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訓練等給付 

☆就労移行支援 

就労を希望する人に、一定の期間における

生産活動やその他の活動の機会の提供、知

識や能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援 

（A 型・B 型） 

通常の事業所で働くことが困難な人に、就

労の機会の提供や生産活動その他の活動

の機会の提供、知識や能力の向上のための

訓練を行います。 

就労定着支援 

一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴

う環境変化により課題が生じている人に、

企業・居宅等への訪問や本人の来所によ

り、解決に向けて必要な支援を行います。 

自立生活援助 

施設を利用していた障がい者が一人暮ら

しを始めたとき、定期的に居宅を訪問し、

相談・要請への随時の対応を行います。 

 

③ 居住系サービス 

給付の種類 サービスの名称 サービスの内容 

介護給付 施設入所支援 
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事

の介護などを行います。 

訓練等給付 
共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を営む住居で、相談や日常生活上

の介護や援助を行います。 

 

 ④ 相談支援事業 

給付の種類 サービスの名称 サービスの内容 

相談支援 

★計画相談支援 

障がい者の心身の状況、その置かれている

環境などを考慮し、利用するサービスの内

容などを記載した「サービス等利用計画」

を作成します。 

また、定期的にモニタリングを行い、サー

ビスの利用状況などを確認し、必要に応じ

て計画の見直しなどを行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設などに入所している方、ま

たは精神科病院などに入院している方に

ついて、地域生活に移行するために必要な

住居の確保や関係機関との連絡調整など

の支援を行います。 

地域定着支援 

単身で生活する障がいのある方などに対

し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急

に支援が必要な事態が生じた際に、必要な

支援を行います。 
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＜利用できる方＞  

 ① 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

 ② 厚生労働省が定める難病等により障がいがあると認められた方 など 

  ★は、必要性を認められた障がい児も利用できます。 

  ☆は、必要性を認められた１５歳以上の障がい児も利用できます。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 申請書 

 ② 世帯状況・収入申告書 

 ③ 各種証書または振込通知書（障害年金や遺族年金などを受給されている方） 

 ④ 障がい者手帳 

 ⑤ 指定難病に罹患していることがわかる書類 

 ⑥ 認定調査連絡票 

  

＜利用者負担額の上限＞ 

 サービスの利用には、負担能力に応じた利用者負担額の支払が必要となります。 

 ただし、負担能力に応じた上限額が決められていますので、負担が重すぎることの

ないようになっています。 

所得区分 負担上限月額 

生活保護（生活保護受給世帯） ０円 

低 所 得（市町村民税非課税世帯） ０円 

一 般 １ 

市町村民税課税世帯 

○者所得割 16 万円未満 

○児所得割 28 万円未満 

居宅で生活する 18 歳未満の 

障がい児 
４，６００円 

居宅で生活する障がい者および

２０歳未満の施設入所者 
９，３００円 

一 般 ２（一般１以外の市町村民税課税世帯） ３７，２００円 

 

＜利用者負担額の軽減＞ 

同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用する場合などの軽減 

高額障害福祉サービス等給付費 
同じ世帯のなかで同月に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、複数の障害福

祉サービス等を利用した場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超え

る場合に、申請により超過額が高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給され

ます。（合算対象サービス：障害児通所支援、補装具費） 

 

＜食費・光熱水費等の実費負担の軽減＞ 
（障害者支援施設入所者の場合） 

２０歳以上の方 
生活保護及び低所得の方は、食費・光熱水費の実費負担を軽減す
るために補足給付が支給されます。 

２０歳未満の方 
保護者が地域で子どもを養育するために通常必要とする程度の 
負担となるように補足給付が支給されます。 
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＜障害福祉サービス利用の手続きと支給決定までの流れ＞ 

※申請から利用までは、「２か月」程度かかります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 

 

申     請 

市町村審査会（二次判定） 

障害支援区分の認定 

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 作 成 ・ 提 出 

医師意見

支   給   決   定 

サ ー ビ ス 利 用 開 始 

指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 と 契 約 

障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 

介護給付 

一次判定（コンピュータ判定） 

サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 と 契 約 

訓練等給付 
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【令和5年5月1日現在】

指定障害福祉サービス事業所一覧（東温市内）

サービス種類
事業所番号

事業所名 所在地 電話番号

居宅介護
3811500069 社会福祉法人東温市社会福祉協議会 見奈良４９０番地１ 089-955-5535

3811500416 ヘルパーステーション　月と太陽 横河原１３１６番地１９ 089-993-8093

3811500432 ホームヘルプサービス　ガリラヤ荘 南方1766番地1 089-966-2293

3811500556 指定居宅介護事業所・指定重度訪問介護事業所　ヘルパーステーションゆのく 見奈良1399番地3 089-909-3571

3811500572 ヘルパーステーション長安 志津川甲29番地1 089-964-1155

重度訪問介護
3811500069 社会福祉法人東温市社会福祉協議会 見奈良４９０番地１ 089-955-5535

3811500416 ヘルパーステーション　月と太陽 横河原１３１６番地１９ 089-993-8093

3811500432 ホームヘルプサービス　ガリラヤ荘 南方1766番地1 089-966-2293

3811500556 指定居宅介護事業所・指定重度訪問介護事業所　ヘルパーステーションゆのく 見奈良1399番地3 089-909-3571

同行援護
3811500069 社会福祉法人東温市社会福祉協議会 見奈良４９０番地１ 089-955-5535

3811500416 ヘルパーステーション　月と太陽 横河原1316番地19 089-993-8093

療養介護
3811500242 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 横河原３６６番地 089-964-2411

3811500283 愛媛県立子ども療育センター 田窪２１３５番地 089-955-5533

生活介護
3811500044 重信更生園 下林甲２２７９番地５ 089-964-5033

3811500051 障害者支援施設三恵ホーム 則之内甲２８１９ 089-966-3555

3811500127 アイセルプ 西岡乙３番地４ 089-990-1777

3811500168 しげのぶ清愛園 田窪２１１９番地１ 089-964-2224

3811500192 しげのぶ清流園 田窪２１１９番地１ 089-955-2501

3811500291 愛媛県立子ども療育センター 田窪２１３５番地 089-955-5533

3811500630 みらい 田窪2054番地6 089-964-2212

短期入所
3811500051 障害者支援施設三恵ホーム 則之内甲2819番地 089-966-3555

3811500085 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 横河原366番地 089-964-2411

3811500119 愛媛県立子ども療育センター 田窪2135番地 089-955-5533

3811500168 しげのぶ清愛園 田窪２１１９番地１ 089-964-2224

3811500192 しげのぶ清流園 田窪２１１９番地１ 089-955-2501

3811500630 みらい 田窪2054番地6 089-964-2212

3811500614 障害者施設東温 志津川１９２７－１ 089-955-0202

施設入所支援
3811500051 障害者支援施設三恵ホーム 則之内甲２８１９番地 089-966-3555

3811500168 しげのぶ清愛園 田窪２１１９番地１ 089-964-2224

3811500192 しげのぶ清流園 田窪２１１９番地１ 089-955-2501

共同生活援助
3821500182 しげのぶ清愛園生活寮 見奈良８４１番地 089-955-1732

3821500265 飛鳥寮 下林甲２２７９番地１ 089-964-6251

3821500299 障害者施設東温 志津川１９２７－１ 089-955-0202

3821500281 とんとこの里 南方４５４番地 089-993-7030

3821500307 グループホーム　トピシエル 松瀬川592-12 089-966-3399

自立訓練(生活訓練)
3811500168 しげのぶ清愛園 田窪２１１９番地１ 089-964-2224
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【令和5年5月1日現在】

指定障害福祉サービス事業所一覧（東温市内）

サービス種類
事業所番号

事業所名 所在地 電話番号

就労移行支援
3811500168 しげのぶ清愛園 田窪２１１９番地１ 089-964-2224

就労継続支援(Ａ型)
3811500150 株式会社あいフランシィ 田窪４１番地１２ 089-964-1044

3811500309 障害者就労継続支援事業所　ハートフル 南方1888番地3 089-948-9118

3811500374 株式会社あいステーション 田窪41番地12 089-948-8126

3811500424 株式会社あいリネン 吉久３１１番地１ 089-968-1610

3811500440 ゆうき 西岡264番地1 089-964-6488

3811500507 クリバヤシ・ファーム 田窪994-1 089-916-5353

3811500648 やすまるKitchen 横河原３６６番地サービス棟 089-964-5050

就労継続支援(Ｂ型)
3811500044 重信更生園 下林甲２２７９番地５ 089-964-5033

3811500127 アイセルプ 西岡乙３番地５８ 089-955-0088

3811500135 トナカイ福祉交流館あい 樋口１４２０番地６ 089-990-1555

3811500176 しげのぶ清愛園 田窪２１１９番地１ 089-964-2224

3811500358 とんとこ村 南方４５４番地 089-993-7030

3811500366 エンジョイワークス 下林甲1341番地1 089-990-7105

3811500523 ロハスワーク東温 志津川624番地1 089-916-9356

3811500531 多機能型事業所　あぐり塾 志津川片山甲44番地 089-989-0007

3811500564 就労継続支援B型事業所フェローCreate 見奈良1399番地2 089-909-5650

3811500598 就労支援事業所　Ａｉ－Ｓelf 南方２７３３番地 089-966-2282

3811500606 ＳＫクラフト 志津川510番地1 089-947-2201

3811500622 クリバヤシ・ファーム　Ｔｅａｍ　Ｂ 田窪994番地1 089-916-5353

3811500630 みらい 田窪２０５４番地６ 089-964-2212

地域移行支援
3831500016 社会福祉法人東温市社会福祉協議会 見奈良４９０番地１ 089-955-5535

地域定着支援
3831500016 社会福祉法人東温市社会福祉協議会 見奈良４９０番地１ 089-955-5535

計画相談支援
3831500016 社会福祉法人東温市社会福祉協議会 見奈良４９０番地１ 089-955-5535

3831500206 相談支援事業所　さくら 北方３０５１番地２ 089-966-5717

3831500396 相談支援事業所　コミュサポ・かぜ 北方甲2164番地2 089-909-5272

3831500404 指定特定相談支援事業所　三恵ホーム 則之内甲２８１９ 089-907-1588
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２ 障害児通所支援 

  児童福祉法に基づき、障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、  

年齢に応じて専門的な支援を行います。 

＜サービスの種類＞ 

サービスの名称 サービスの内容 

児童発達支援 

未就学の障がい児などに、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練

などを行います。 

医療型児童発達支援 肢体不自由児に、児童発達支援および治療を行います。 

放課後等デイサービス 

就学中の障がい児などに対し、学校の授業終了後や休

業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進その他必要な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

障害児通所支援を受けるために外出することが著しく

困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行いま

す。 

保育所等訪問支援 
保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門

的な支援などを行います。 

障害児相談支援 

障がい児の心身の状況、その置かれている環境等を勘

案して、利用するサービスの内容等を定めた障害児支

援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、

その支給決定の内容を反映した障害児支援利用計画を

作成します。 

また、定期的にモニタリングを行い、サービスの利用

状況などを確認し、必要に応じて計画の見直しなどを

行います。 

＜利用できる方＞ 

 ① 身体障がいのある児童 

② 知的障がいのある児童 

③ 精神障がいのある児童 

 ④ 厚生労働省が定める難病等により障がいがある児童 など 

 

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 申請書 

 ② 世帯状況・収入申告書 

 ③ 各種証書または振込通知書（各種手当などを受給されている方） 

 ④ 障がい者手帳 

 ⑤ 指定難病に罹患していることがわかる書類 
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＜利用者負担額の上限＞ 

 サービスの利用には、負担能力に応じた利用者負担額の支払が必要となります。 

 ただし、負担能力に応じた上限額が決められていますので、負担が重すぎることの

ないようになっています。 

所得区分 負担上限月額 

生活保護（生活保護受給世帯） ０円 

低 所 得（市町村民税非課税世帯） ０円 

一 般 １（市町村民税課税世帯 所得割 28 万円未満） ４，６００円 

一 般 ２（市町村民税課税世帯 所得割 28 万円以上） ３７，２００円 

＜利用者負担額の軽減＞ 

同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用する場合などの軽減 
高額障害児通所給付費 

同じ世帯のなかで同月に障害児通所支援を利用する人が複数いる場合や、複数の障害児

通所支援等を利用した場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超え

る場合に、申請により超過額が高額障害児通所給付費として償還払い方式により支給さ

れます。（合算対象サービス：障害福祉サービス、補装具費） 

   

 

 

 

 

※東温市外の事業所のサービスも利用可能です。 

 

指定障害児通所事業所一覧（東温市内） 

 事業所名 所在地 電話番号 

児童発達支援 愛媛県立子ども療育センター 田窪 2135 番地 089-955-5533 

放課後等 

デイサービス 

愛媛県立子ども療育センター 田窪 2135 番地 089-955-5533 

さくらんぼ２号館 北方 3051 番地２ 089-966-5717 

さくらんぼ３号館 西岡甲 986 番地５ 089-968-1329 

しげのぶ清流園 田窪 2119 番地 1 089-955-2501 

多機能型事業所 愛キッズ 東温 見奈良1429 番地20 089-961-4303 

放課後デイサービス アソシエ  南方 2071 番地５ 089-993-5803 

放課後デイサービス 愛キッズ川内 南方２７３３番地 089-966-2282 

放 課 後 デ イ サ ー ビ ス  ふ ぁ む 北方甲８４２番地２ 089-993-6860 
 

 

指定障害児相談支援事業所一覧（東温市内） 

事業所名 所在地 電話番号 

社会福祉法人 東温市社会福祉協議会 見奈良 49０番地１ 089-955-5535 

相談支援事業所 コミュサポ・かぜ 北方甲 2164 番地 2 089-909-5272 

相談支援事業所さくら 北方 3051 番地 2 089-966-5717 
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＜障害児通所支援利用の手続きと支給決定までの流れ＞ 

 

※申請から利用までは、「１か月」程度かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 

 

 

 

 

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 作 成 ・ 提 出 

支   給   決   定 

サ ー ビ ス 利 用 開 始 

申     請 

指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 と 契 約 

サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 と 契 約 
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３ 地域生活支援事業 

障がいのある方が地域生活を円滑におくれるよう、地域の特性や利用者の状況に

応じた支援を行います。 

 

名称 サービスの内容 対象者（児） 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者や要約筆記者を無料で派遣し、障

がい者の意思疎通を支援します。ただし、県

外への派遣や、派遣内容が次に該当する場合

には、依頼をお受けできません。 

(1) 営利を目的としている場合   

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動  

(3) 個人の遊興娯楽に関する場合 

・聴覚障がい者 

・音声または言語機能障が

い者 

日
中
一
時
支
援
事
業 

(1) 日中一時支援 

在宅の障がい者（児）を施設で預かることに

よって、日中活動の場を提供するとともに、

家族の就労支援や一時的な休息を図ります。 

東温市に住んでいる在宅の 

・身体障がい児 

・知的障がい者（児） 

(2) タイムケア事業 

特別支援学校などに通う障がい児を施設で

預かることにより、放課後などの活動の場を

提供するとともに、保護者の就労支援や家族

の一時的な休息を図ります。 

東温市に住んでいる在宅の

障がい児で、東温市内の特

別支援学校または特別支援

学級に通学している児童 

移
動
支
援
事
業 

屋外での移動が困難な障がい者（児）に対し、

介護保険や自立支援給付＊1 の対象とならな

いケースにおいて、外出時の移動をヘルパー

が支援し、自立生活や社会参加を促します。

ただし、経済活動や通所等の通年にわたる定

例的な外出や、児童が単独で行うことが想定

されない外出等は対象外となります。 

 
＊1…居宅介護(通院等介助)、重度訪問介護、行動

援護、同行援護、重度障害者等包括支援 

・全身性障がい者(児)＊2 又

は全身性障がい者(児)に準

ずる者 

・視覚障がい者(児) 

・知的障がい者(児) 

・精神障がい者(児) 

 
＊2…両上肢、両下肢のいずれ

にも障がいがあって、身体障

害者手帳１級の者 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

障がいのある方が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流

の促進を図る場所です。 

障がい者手帳や自立支援サービス受給者証の有無を問わず、あらゆる  

年齢や障がいをお持ちの方たちが、無料で利用できます。 
 

名称 住所 電話 

おかけや 東温市見奈良１４２９番地 2４ 955-0887 
 
   http://npo-invisible.org/okakeya/#main01 
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＜利用者負担額の上限＞ 

サービスの利用には、負担能力に応じた利用者負担額の支払が必要となります。 
ただし、負担能力に応じた上限額が決められていますので、負担が重過ぎることの

ないようになっています。 
 

所得区分 負担上限月額 

生活保護（生活保護受給世帯） ０円 

低 所 得（市町村民税非課税世帯） ０円 

一 般 １（市町村民税課税世帯） 
（障がい者）９，３００円 

（障がい児）４，６００円 
 （障がい者）所得割 16 万円未満 

 （18 歳未満の障がい児）所得割 28 万円未満 

一 般 ２（市町村民税課税世帯） 

（障がい者）所得割 16 万円以上 

 （18 歳未満の障がい児）所得割 28 万円以上 

３７，２００円 

 

 
＜利用者負担額の軽減＞ 

同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用する場合などの軽減 
高額地域生活支援事業サービス費 

同じ世帯のなかで同月に地域生活支援事業を利用する人が複数いる場合や、複数の地域生

活支援事業を利用した場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超え

る場合に、申請により超過額が高額地域生活支援事業サービス費として償還払い方式に

より支給されます。 
 

 

＜申請から利用までの流れ＞ 

 サービスによって必要書類が異なりますので、詳しい内容は、以下の問い合わせ先

までご連絡ください。大まかな流れは下記のとおりとなります。 

 

 
 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

申請 
支給 

決定 

サ ー ビ ス 

利 用 開 始 

サ ー ビ ス 提 供 

事 業 者 と 契 約 
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３．相談窓口について 

１ 障がい者相談支援 

障がいのある人が地域で生活するのを支援するため、障がい者などからの様々な

相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行います。 

なお、相談などは、当市が委託している以下の事業所で行っています。 

  名称 住所 電話 

東温市基幹相談支援センター 

東温市障がい者虐待防止センター 

（東温市社会福祉協議会内） 

東温市見奈良４９０番地１ 
907-2755 

 

２ 市・県関係 

名称 住所 電話 

東温市 社会福祉課 東温市見奈良 530-1 964-4406 

愛媛県 障がい福祉課 松山市一番町 4 丁目 4-2 912-2420 

愛媛県 中予保健所 松山市北持田町 132 941-1111 

愛媛県福祉総合支援センター 松山市本町 7-2 

身体障害者手帳・ 

補装具に関すること 
924-1216 

１８歳以上の方の療

育手帳に関すること 
923-4471 

１８歳未満   〃 922-5040 

心と体の健康センター 松山市本町 7-2 911-3880 

子ども療育センター 東温市田窪 2135 955-5533 

発達障がい者支援センターあい♥ゆう 東温市田窪 2135 955-5532 

 

３ 障害者相談員 

  障がいのある方やその家族の方の日常生活などにおける様々な相談に応じ、必要

な助言や指導などを行っています。相談は無料で、内容については秘密を守ります。 

氏名 電話 障がい種別 

福井 嘉男 966-6378 身体 

白戸 真理子 960-6635 知的 

 

４ 就労関係 

名称 住所 電話 

ハローワーク松山 松山市六軒家町 3-27 917-8609 

愛媛障害者職業センター 松山市若草町 7-2 921-1213 

えひめ障がい者就業・生活支援センター  松山市道後町 2-12-11 917-8516 

愛媛労働局総合労働相談コーナー 松山市若草町４-３ 935-5208 
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４．医療費の助成について 

１ 重度心身障害者医療費助成 

重度の心身障がい者（児）が、医療機関を受診した場合に、医療費（保険診療分）

の自己負担金分を助成します。 
  

＜対象者＞ 

次のいずれかに該当する方が対象となります。 

① 身体障害者手帳１級または２級の方 

② 療育手帳 A の方 

③ 療育手帳 B および身体障害者手帳を持っている方 
  

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 申請書 

② 身体障害者手帳または療育手帳 

③ 健康保険証 

 
  

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 

 

  

後期高齢者医療制度は、原則 75 歳以上の方を対象とした制度ですが、65 歳以上

75 歳未満で一定の障がいがある方は、申請により加入することができます。 
 

＜対象者＞ 

①75 歳以上の方 

 ②６5 歳以上 75 歳未満で、一定の障がいがある方 

  一定の障がいがある方とは、下記に該当する方となります。 

  ・国民年金証書（障害年金 1 級・2 級） 

  ・身体障害者手帳１～３級 

  ・身体障害者手帳４級のうち音声機能または言語機能の障がい 

               下肢障害の 1 号、3 号、または４号のいずれか 

  ・療育手帳の障害の程度が重度 

  ・精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

  ※有効期限等が手帳等に記載されている場合、確認書類更新後に手続きが必要。 
  

    詳しくは愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。 

      （http://www.ehime-kouiki.jp/） 
 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 市民課 医療年金係（電話 089-964-4471） 

知っていますか？ 

～後期高齢者医療制度の障がい認定について～ 
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２ 自立支援医療（精神通院） 
精神疾患の治療のため、通院に要した医療費の自己負担額の一部を助成します。 

  
  

＜対象者＞ 

精神疾患のため継続して通院治療が必要な人。（入院は対象外） 
  
  

＜対象となる主な疾患＞ 

病状性を含む器質性精神障害 精神遅滞 

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 気分障害 

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 てんかん 

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 成人の人格及び行動の障害 

精神作用物質使用による精神及び行動の障害 心理的発達の障害 

小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 など 
  

  

＜申請に必要なもの＞ 

①  申請書    ② 同意書   ③ 印鑑（本人の署名が得られる場合は不要） 

④ 診断書（医療機関で作成したもの） 

⑤ 健康保険証（本人及び同一の健康保険に加入している家族の分） 

⑥ 年金証書など（障害年金や遺族年金を受給されている方は必要です。） 
  
  

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 
  

３ 自立支援医療（更生医療） 

身体障がい者が、障がいを軽減するために必要な治療を受ける場合に、医療費自

己負担額の一部を助成します。 
  

＜対象者＞ 

身体障害者手帳の交付を受けた１８歳以上で、障がいを軽減するために必要な治

療や手術（保険診療内）などをする方 
  

＜対象となる障がいと標準的な治療の例＞ 

①  視覚障害 
白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術、瞳

孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術 

②  聴覚障害 人工内耳埋込術、外耳性難聴→形成術 

③ 言語障害 

外傷性又は手術後に生じる発音構語障害→形成術 

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽

腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 

④ 肢体不自由 関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等 

⑤ 内部障害 

心 臓 
先天性心疾患→弁口、心室心房中隔欠損に対する手術 

後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術 

じん臓 人工透析療法、腎臓移植術（抗免疫療法を含む） 

肝 臓 肝臓移植術（抗免疫療法を含む） 

小 腸 中心静脈栄養法 

免 疫 ＨＩＶによる免疫機能障害に対する治療 
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＜申請に必要なもの＞ 

① 申請書  ② 同意書  ③ 判定依頼書作成に係る確認書  

④ 身体障害者手帳  ⑤ 印鑑（本人の署名が得られる場合は不要） 

⑥ 要否意見書（指定医療機関で作成したもの） 

➆ 健康保険証（本人および同一の健康保険に加入している家族の分） 

⑧ 年金証書など（障害年金や遺族年金などを受給されている方のみ） 

 ⑨ 特定疾病療養受療者証（人工透析を受けられている方のみ） 
  

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
  

  

４ 自立支援医療（育成医療） 

身体に障がいがある 18 歳未満の児童で、該当する疾病に対して指定医療機関に

おける医療などにより確実な治療効果が期待できる場合、医療費の自己負担額の 

一部を助成します。 
  

＜対象者＞ 

身体に障がいのある児童、または現存する疾患を放置すれば将来障がいに至ると

認められる児童であって、確実な治療効果が期待できる 18 歳未満の方 
  

＜対象となる障がいと標準的な治療の例＞ 

① 視覚障害 白内障、先天性緑内障 

② 聴覚障害 人工内耳埋込術、先天性耳奇形 → 形成術 

③ 言語障害 

口蓋裂等→形成術 

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽

腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 

④ 肢体不自由 
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病（骨軟化症）などに対する

関節形成術、関節置換術および義肢装着のための切断端形成術など 

⑤ 内部障害 

心臓 
先天性心疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術 

後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術 

じん臓 人工透析療法、腎臓移植術（抗免疫療法を含む） 

肝臓 肝臓移植術（抗免疫療法を含む） 

小腸 中心静脈栄養法 

免疫 HIV による免疫機能障害に対する治療 

⑥ その他の先天性内

臓障害 

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、

尿道下裂、停留精巣（睾丸）など → 尿道形成、人工肛門

の造設などの外科手術 
 

＜申請に必要なもの＞ 

① 申請書  ② 同意書  ③身体障害者手帳（お持ちの方のみ） 

④ 印鑑（保護者の署名が得られる場合は不要） 

⑤ 意見書（指定医療機関で作成したもの） 

⑥ 健康保険証（本人及び同一の健康保険に加入している家族の分） 

➆ 年金証書など（障害年金や遺族年金を受給されている方は必要です。） 
  

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406）  

18



 

５．各種年金などについて 

 

１ 障害基礎年金  

２０歳前（年金加入前）、国民年金加入中、６０歳以上６５歳未満で日本国内在住

中に初診日がある病気やケガにより、障害認定日（初診日より１年６か月経過した

とき、またはその間に症状が固定したとき）に障害基礎年金に該当する程度の障が

いの状態にある場合に、障害基礎年金が支給されます。 

ただし、納付要件、所得制限など一定の要件を満たしていることが必要です。 

  

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 市民課 医療年金係（電話 089-964-4471） 

 松山東年金事務所（電話 089-946-2146） 

 

 

２ 障害厚生年金  

厚生年金加入中に初診日がある病気やケガにより、障害認定日（初診日より１年

６か月経過したとき、またはその間に症状が固定したとき）に障害厚生年金に該当

する程度の障がいの状態にある場合に、障害厚生年金が支給されます。 

また、障がいの状態が、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障がいが残った

ときには、障害手当金が支給される場合があります。 

ただし、保険料納付要件など一定の要件を満たしていることが必要です。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 松山東年金事務所（電話 089-946-2146） 

 

 

３ 障害年金生活者支援給付金 

障害基礎年金の受給者で、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、

生活の支援を図ることを目的として、障害基礎年金に上乗せして支給されます。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 給付金専用ダイヤル（電話 0570-05-４０９２） 
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４ 心身障害者扶養共済制度  

心身に障がいがあるため、独立して生活することが困難な方を扶養している人が、

毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者に万一のことがあった場合、後に残さ

れた心身障がい者に終身一定額の年金を給付する制度です。 

 

＜加入資格＞ 

障がいのある方を現に扶養している保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、

その他の親族）であって、次のすべての要件を満たしている方です。 

 

【要件】 

① 愛媛県内に住所があること 

② 加入時の年度の４月１日時点の年齢が満６５歳未満であること 

③ 特別の疾病又は障がいがなく生命保険契約の対象となる健康状態であること 

④ 障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること 

 

【掛金】 

 加入時の年齢により 1 口につき月額 9,300 円～23,300 円 

※県及び市町が、世帯区分に応じて一部を補助しているので、実際の掛金とは異な

る場合があります。 

 ※二口まで加入可 

 

【年金額】  

 1 口 月額 20,000 円 

 

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 加入等申込書   

② 申込者告知書 

③ 市 助成金交付申請書 

④ 障がいのある方の住民票（愛媛県内に住所がある場合は省略可） 

⑤ 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類 

（身体障害者手帳、療育手帳または年金証書など） 

⑥ 印鑑 

※年金管理者を設定する場合 

➆ 年金管理者指定届出書 

⑧  年金管理者の住民票 

⑨ 年金管理者の戸籍謄本など（加入者及び障がい者との関係が分かるもの） 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

愛媛県 保健福祉部 障がい福祉課（電話 089-912-2423） 
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６．各種手当などについて 

 

１ 特別障害者手当 

精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特

別の介護を必要とする２０歳以上の在宅の障がい者に支給する手当です。 

 

＜受給できない方＞ 

 次のいずれかに該当するときは、受給できません。 

 ① 施設等に入所した場合 

  ② 病院などに３か月以上入院した場合 

  ③ 本人または配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超える場合 

 

＜支給額＞ 

 ２７，９８０円／月 （経過的福祉手当の場合は１５，２２０円／月） 

  ※ 令和５年４月現在の金額です。今後、改定となる場合があります。 

 

＜支給月＞ 

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年４回受給者本人の金

融機関口座へ振り込まれます。 

支給月 ５月 ８月 １１月 ２月 

対象月 ２月から４月分 ５月から７月分 ８月から１０月分 １１月から１月分 

 

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 認定申請書 

 ② 所得状況届 

 ③ 診断書 

 ④ 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し 

 ⑤ 預金口座振込依頼書 

 ⑥ 銀行の通帳 

 ⑦ 請求者の戸籍謄本（抄本） 

⑧ 年金証書など（年金受給者） 

  

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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２ 障害児福祉手当 

精神または身体に重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護を必

要とする２０歳未満の在宅の障がい児に支給する手当です。 

 

＜受給できない方＞ 

 次のいずれかに該当するときは、受給できません。 

  ① 施設等に入所した場合 

  ② 障がいを事由とする公的年金の給付を受けるようになった場合 

③ 本人または配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超える場合 

 

＜支給額＞ 

 １５，２２０円／月 

  ※ 令和５年４月現在の金額です。今後、改定となる場合があります。 

 

＜支給月＞ 

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年４回受給者本人の金

融機関口座へ振り込まれます。 

支給月 ５月 ８月 １１月 ２月 

対象月 ２月から４月分 ５月から７月分 ８月から１０月分 １１月から１月分 

  

＜申請に必要なもの＞ 

① 認定申請書 

 ② 所得状況届 

 ③ 診断書 

 ④ 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し 

 ⑤ 預金口座振込依頼書 

 ⑥ 銀行の通帳 

 ⑦ 請求者の戸籍謄本（抄本） 

  

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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３ 特別児童扶養手当 

精神または身体に重度または中度の障がいを有するため、日常生活において介護

を必要とする２０歳未満の児童を育てている家庭に支給する手当です。手当は、そ

の児童の父母もしくはその養育者に支給されます。 

 

＜受給できない方＞ 

 次のいずれかに該当するときは、受給できません。 

  ① 児童が児童福祉施設等に入所している場合 

  ② 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいない場合 

  ③ 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合 

  ④ 本人または配偶者もしくは扶養義務者の所得が限度額を超える場合 

 

＜支給内容＞ 

①  重度の障がい児（１級） ５３，７００円／月 

  ② 中度の障がい児（２級） ３５，７６０円／月  

   ※ 令和５年４月現在の金額です。今後、改定となる場合があります。 

 

＜支給月＞ 

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年３回受給者本人の金

融機関口座へ振り込まれます。 

支給月 ４月 ８月 １１月 

対象月 １２月から３月分 ４月から７月分 ８月から１１月分 

 

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 認定請求書 

 ② 診断書 

 ③ 身体障害者手帳、療育手帳の写し 

  ④  特別児童扶養手当振込先口座申出書 

 ⑤ 銀行の通帳 

 ⑥ 請求者および児童の戸籍謄本（抄本） 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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７．税金の控除・減免について 

１ 所得税・住民税等の控除 

障がいのある方は、障害者控除をはじめ、様々な特例を受けられます。 

障害者控除 特別障害者控除 

身体障害者手帳 ３級～６級 身体障害者手帳 １級～２級 

療育手帳Ｂ 療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 ２級～３級 精神障害者保健福祉手帳 1 級 

 

 障がい者本人が受けられる特例 

特例の区分 障害者 特別障害者 

所得税の障害者控除 ２７万円を控除 ４０万円を控除 

住民税の障害者控除 ２６万円を控除 ３０万円を控除 

相続税の障害者控除 障がい者が 85 歳に達するま

での年数 1 年につき 10 万円

を控除 

障がい者が 85 歳に達する

までの年数 1 年につき 20

万円を控除 

贈与税の非課税 

 

 

精神に障がいがある方につい

ては、信託受益権の価額のうち

3,000 万円まで非課税 

信託受益権の価額のうち

6,000 万円まで非課税 

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に

「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務

署長に提出しなければなりません。 

心身障害者扶養共済

制度に基づく給付金

の非課税 

給付金（※脱退一時金を除く）→ 非課税（所得税・住民税） 

相続や贈与による給付金を受ける権利の取得 

             → 非課税（相続税・贈与税） 

少額貯蓄の利子等の 

非課税 

350 万円までの預貯金等の利子等 

→ 非課税（所得税・住民税） 

※一定の手続きを要件に非課税の適用を受けることができます。 

＜問い合わせ＞各金融機関 

 

障がい者である親族を扶養している方が受けられる障害者控除額 

区分 所得税控除額 住民税控除額 

障害者 27 万円 ２６万円 

特別障害者 40 万円 ３０万円 

同居特別障害者 75 万円 ５３万円 

 

＜問い合わせ先＞ 

 松山税務署（電話 089-941-9121） 

 東温市役所 税務課 市民税係（電話 089-964-4403） 
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２ （軽）自動車税：種別割・環境性能割の減免 
      

心身障がい者本人が所有している車で、本人または生計を一にする方などが運転し、

心身障がい者のために専ら使用するものについて、一定の条件に該当する場合、心身

障がい者１人につき 1 台の車が減免の対象となります。 
 

       ☆知的障がい者、精神障がい者、１８歳未満の身体障がい者の場合、生計を一にする

方が所有する車も対象になります。 

    ☆令和元年１０月１日から、自動車取得税に代わって「環境性能割」が導入されまし

た。これに伴い、従来の自動車税・軽自動車税は「種別割」と表記します。 
 

対
象
者 

身

体

障

害

者

手

帳

の

所

持

者 

障がい区分 本人が運転する場合 生計同一者等の運転の場合 

視覚障害 １ ～ ４級 

聴覚障害 ２ ～ ３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能、言語障害または 

そしゃく機能の障害 

３級（喉頭摘出による音声機能障害

に限る） 
— 

上肢不自由 １ ～ ２級 

下肢不自由 １ ～ ６級 １ ～ ３級 

体幹不自由 １～３級 、５級 １ ～ ３級 

乳幼児期以前の非進行性脳

病変による運動機能障害 

上肢機能 １ ～ ２級 

移動機能 １ ～ ６級 １ ～ ３級 

心臓機能障害 １級 、 ３級 

じん臓機能障害 

呼吸器機能障害 

ぼうこうまたは 

直腸の機能障害 

小腸の機能障害 

ヒト免疫不全ウイルスに 

よる免疫機能障害  １ ～ ３級 

肝臓機能障害 

療育手帳の所持者 手帳に記載された障がいの程度が「A」の方 

精神障害者保健福祉手帳の所持者 手帳に記載された障がいの程度が「１級」の方 

戦傷病者手帳の所持者 お問い合わせください。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

① 減免申請書  ② 障がい者手帳  ③ 運転免許証（運転をされる方） 

④ 納税通知書  ⑤ 自動車検査証  

⑥（軽自動車税（種別割）の方）マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入り住民票 

➆（該当する方） 生計同一証明書、常時介護証明書 

⑧（該当する方） 通学・通園・通所証明書、通院証明書、通勤・生業証明書 

それぞれの税によって、申請に必要

なものや申請期間などが異なります

ので、詳しくは下記までお問い合わ

せください。 

（例）軽自動車税（種別割）の申請 

期限は、納期限の１週間前まで 

＜問い合わせ先＞ 

◇自動車税（種別割）に関すること 中予地方局 課税課（電話 089-909-8754） 

◇軽自動車税（種別割）に関すること 東温市役所税務課市民税係（電話 089-964-4403 ） 

◇自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）に関すること 

               中予地方局課税課運輸支局駐在（電話 089-957-6621）
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８．運賃割引・NHK 放送受信料免除について 
 

１ タクシ－の利用助成 

障がい者の社会参加の促進と在宅福祉の増進を目的に、在宅の障がい者の移動手

段の確保と付添介護に伴う負担の軽減を図るため、タクシ－利用料金の一部を助成

します。 
  

＜対象者＞ 

※在宅の方に限ります。 

① 身体障害者手帳１級、２級、３級 

② 療育手帳 A、B 

③ 精神障害者保健福祉手帳の１級、２級 
  

＜助成金額＞ 

初乗り基本運賃（年間２４回まで） 
  

＜利用方法＞ 

 ① 市に申請を行い、利用助成券の交付を受けます。 

 ② 乗車した際、運転手に障がい者手帳及び助成券を提示します。 

 ③ 料金から初乗り基本料金を引いた金額を支払ってください。 
  

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 障がい者手帳 
  

＜利用上の注意＞ 

① 助成券は、年度ごとに１人につき１冊の発行となります。 

② 助成券をなくした場合、再発行はできません。 

③ 助成が受けられるのは、本市と提携しているタクシ－会社に限ります。 
  

＜郵送での請求について＞ 

手帳に交付した旨を記入しますので、原則窓口での申請をお願いしていますが、手

続きがどうしても困難な方は、申請書の送付やタクシー利用助成券を郵送するための

郵送料（記録郵便代金）等をご負担いただくことを前提として、郵送での交付を承り

ますので、お問い合わせください。  ※代理申請や川内支所での申請も可能です。 
  

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 

２ タクシー運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示すると、運賃の

割引を受けられることがあります。 
  

＜問い合わせ先＞  詳しくは、利用される各会社へお問い合わせください。 
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３ 高速道路料金の割引 

高速道路などを利用する場合、事前申請し、証明を受けることで、ETC 無線走行走

行（登録必要）もしくは料金所での手帳の提示で通常料金の半額が割り引かれます。 

＜対象者＞ 

区分 対象者 

障がい者本人が運転する場合 身体障害者手帳所持者（１種・2 種） 

障がい者本人以外の人が運転し、 

障がい者本人が同乗する場合 

身体障害者手帳（１種） 

または療育手帳 A 所持者 

＜対象となる自動車の範囲＞ 

 対象となる自動車には限りがあります。割引制度の申請書もしくは NEXCO 西日本

のホームページでご確認ください。 

・自動車１台を事前に登録できます。（ETC 無線走行で割引の適用を希望される場合

は、自動車の事前登録、及び ETC 利用申請が必要となります。） 

＜1 人１台の要件が緩和・オンライン申請の受付が開始されました＞令和５年 3 月 27 日より 

1 人１台の要件が緩和 

知人の車や、タクシー（事前に利用が可能か事業者に問合せが必要）、レンタカー、

代車等であっても、事前に申請をし、料金所で有効期限内の証明シールを貼った手帳

を提示することで、割引を受けることができるようになります（登録する車が無い場

合も事前申請をいただくことで割引が受けられるようになりました）。 

 
＜割引内容＞ 通常料金の半額 （端数が生じる場合は、10 円単位で切り上げ） 

＜割引有効期間＞ 

新規・変更 申請をした日から、その後の２回目の誕生日まで 

更新 申請をした日から、その後の３回目の誕生日まで 
 

＜申請に必要なもの＞ 

① 申請書 

② 身体障害者手帳または療育手帳 

③ 運転免許証（障がい者ご本人が運転される場合（２種）） 

④ 自動車検査証 

⑤ 割賦契約書又はリース契約書（☆所有者が個人名義以外の場合） 

⑥ ＥＴＣカード（障がい者ご本人名義のもの） 

⑦ ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの  
 

＜問い合わせ先＞ 

 NEXCO 西日本 お客さまセンター（電話 0120-924863）年中無休・２４時間 

⑥⑦ＥＴＣ利用者のみ 

登録している方で変更がない場合は不要 

登録する車が無い場合は①～③のみ 
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４ 航空運賃の割引 

＜対象者＞ 

身体障害者手帳 第 1 種障害者と介助者 1 名 割引率は航空会社

により違うが、概ね

３０％前後。 

他の割引との併用

は不可。場合によっ

ては、他の割引の方

がお得な場合もあ

ります。 

第 2 種障害者 

療育手帳 第 1 種障害者と介助者 1 名 

第 2 種障害者 

精神保健福祉手帳 満 12 歳以上の手帳所持者と  

介助者 1 名 

※顔写真付きのもの及び搭乗日当

日が有効期間内であるものに限る 

身体障害者手帳または療育手帳は、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の「第１種」

または「第２種」をご確認ください。 

※国内線のみ（国際線は対象外） 

※３歳～１１歳は小児運賃適用。３歳未満は無料（座席無大人同伴）等 

※H30.10.4 から割引運賃の対象範囲が変更されました。航空会社によっては、

２種でも介護者１名の運賃割引を適用される場合があります。 

 

＜問い合わせ先＞ 詳しくは、利用される航空会社へお問い合わせください。 

 

５ ＪＲ運賃の割引 

  身体障害者手帳または療育手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第１種」

または「第２種」のあるもの）を提示すると、運賃の割引が受けられます。 

＜割引の内容＞ 

対象 普通乗車券 定期乗車券 普通回数券 

第
１
種 

単
独 

本
人 

５割引（片道 100 キロメ

ートルを超える場合） 
－ － 

介
護
者
つ
き 

本
人 

５割引 
５割引（通学定期の場合は、

大学用通学定期券の５割引） 
５割引 

介
護
者 

５割引 
５割引 

（通勤定期） 
５割引 

第
２
種 

単
独 

本
人 

５割引（片道 100 キロメ

ートルを超える場合） 
－ － 

※第２種身体障害者・知的障害者本人が１２歳未満の場合に限り、 

介護者の通勤定期券が５割引きになります。 

＜問い合わせ先＞  

詳しくは、最寄のＪＲ駅またはＪＲ四国電話案内センター 

（電話 0570-00-4592）へお問い合わせください。 
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６ バス・電車運賃の割引 

  各種手帳を提示すると、運賃の割引を受けられることがあります。 

バス・電車 

 

身体障害者手帳 第 1 種障害者と介助者 1 名 

５割引 

第 2 種障害者 

療育手帳 第 1 種障害者と介助者 1 名 

第 2 種障害者 

バスのみ 精神保健福祉手帳 手帳所持者 

※顔写真付きのもの及び搭乗日当日 

が有効期間内であるものに限る 

※介助者への割引適用範囲は各バス事業者によって異なります。 

 

＜問い合わせ先＞  

詳しくは、利用される各会社へお問い合わせください。 

 

7 ＮＨＫ放送受信料の減免 

  ＮＨＫ放送受信料について、一定の要件に該当する場合に、減免が受けられます。 
 

＜対象者及び割引内容＞ 

全
額
免
除 

世帯構成員のどなたかが、障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳）のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課

税の場合 

半
額
免
除 

以下の手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 

・身体障害者手帳を所持する視覚障がい者または聴覚障がい者の場合 

・身体障害者手帳１級または２級を所持している場合 

・療育手帳Ａを所持している場合 

・精神障害者保健福祉手帳１級を所持している場合 

 

＜申請に必要なもの＞ 

 ① 申請書 

 ② 身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神保健福祉手帳 

③ 印鑑 

 

＜問い合わせ先＞ 

 ＮＨＫふれあいセンター（電話 0570-077-077）受付時間：午前９時～午後８時 
 ※上記ナビダイヤルがつながらない場合は、電話 050-3786-5003 にかけてくださ

い。 

 

 

 
 

29



 

９．補装具費・日常生活用具などの給付について 

１ 補装具の交付と修理 

身体障がい者（児）の日常生活の能率向上を図るため、補装具の交付と修理に係

る費用の一部を負担します。 

 

＜対象者＞ 

①   身体障がい者（児） 

②   難病患者等で必要性が認められる方 

※ 対象用具により、給付対象者が異なります。 

※ 所得が一定以上（市民税所得割の最多納税者の納税額が 46 万円以上）

の場合には給付の対象となりません。 

 

＜申請に必要なもの＞ 

①  支給申請書 

②  身体障害者手帳または指定難病に罹患していることがわかる書類 

      ※ 種類により、別途「医師の意見書」が必要です。 

 

＜利用者負担＞ 

 原則、補装具費の１割を負担する必要があります。ただし、負担能力に応じた上
限額が決められていますので、負担が重過ぎることのないようになっています。 

  

＜補装具の種類＞ 

肢体不自由 義肢・装具・車椅子・電動車椅子・座位保持装置など 

視覚障害 義眼・眼鏡・視覚障害者安全つえなど 

聴覚障害 補聴器など 

身体障がい児 座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 

 

＜注意事項＞ 

※ 購入前の申請が必要です。購入後の申請はできません。 

※ 手帳に記載のある障がいに対応するもの以外は給付対象外です。 

※ 介護保険制度が適用される方は、介護保険制度が優先されます。 

※ 種類によっては、身体状況及び家庭状況の調査及び愛媛県福祉総合

支援センター等での判定が必要な場合があります。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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２ 日常生活用具の給付 

障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付します。 
 
＜対象者＞ 

① 身体障がい者   ② 知的障がい者  ③ 難病患者等で必要性が認められる方 
※ 対象用具により、給付対象者が異なります。 
※ 所得が一定以上（市民税所得割の最多納税者の納税額が 46 万円以

上）の場合には給付の対象となりません。 
 
＜申請に必要なもの＞ 

① 給 付 申 請 書   
② 身体障害者手帳、療育手帳または指定難病に罹患していることがわかる書類 
       ※  種目により、別途「医師の意見書」が必要です。 

 

＜利用者負担＞ 

 原則、日常生活用具費の１割を負担する必要があります。ただし、負担能力に応じ
た上限額が決められていますので、負担が重過ぎることのないようになっています。 

  

＜対象用具＞ ※購入前の申請が必要です。購入後の申請はできませんのでご注意ください。 
介護・訓練支援用具 

種目 対象者 
（障がい者） 

対象者 
（難病患者等） 性能 

特殊寝台 下肢又は体幹機能障害 2 級
以上で原則学齢児以上の者 寝たきりの状態にある者 使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個

別に調整できる機能を有するもの 

特殊マット 

下肢又は体幹機能障害 1 級
以上(常時介護を要するもの
に限る。)、又は知的障害 A
で原則 3 歳以上の者 

寝たきりの状態にある者 

褥瘡の防止ができる機能を有するもの
又は失禁等による汚染又は損耗を防止
できる機能を有するもの 

エアーマット 

下肢又は体幹機能障害 1 級
以上（常時介護を要するもの
に限る。）で、自力で体位変
換ができないもので原則 3
歳以上の者。特殊マットとの
併給は不可。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

特殊尿器 
下肢又は体幹機能障害 1 級
(常時介護を要する者に限る)
で原則学齢児以上の者 

自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので、障がい
者又は介護者が容易に使用し得るもの 

入浴担架 

下肢又は体幹機能障害 2 級
以上(入浴にあたって、家族等
他人の介助を要する者に限
る)で 3 歳以上の者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

障がい者等を担架に乗せたままリフト
装置により入浴させるもの 

体位変換器 

下肢又は体幹機能障害 2 級
以上(下着交換等にあたって
家族等他人の介助を要する
者)で学齢児以上の者 

寝たきりの状態にある者 介助者が障がい者等の体位を変換させ
るのに容易に使用し得るもの 

移動用リフト 下肢又は体幹機能障害 2 級
以上で原則 3 歳以上の者 

下肢または体幹機能に障が
いのある者 

介助者が障がい者等を移動させるにあ
たって容易に使用し得るもの(但し、天
井走行型その他住宅改造を伴うものを
除く) 

訓練いす 
(障がい児に限
る) 

下肢又は体幹機能障害 2 級
以上の児童で原則 3 歳以上
の者 

左記の支給要件と同程度の
状態であると認められる児
童で原則 3 歳以上の者 

原則として、付属のテーブルをつけるも
のとする。 

訓練用ベッド 
下肢又は体幹機能障害 2 級
以上で原則学齢児以上（障が
い児に限る） 

下肢または体幹機能に障が
いのある者（障がい児に限定
しない） 

特殊寝台の性能に加えて、腕、脚等の訓
練のできる器具を附帯するもの 
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自立生活支援用具 

種目 
対象者 

（障がい者） 

対象者 

（難病患者等） 
性能 

入浴補助用具 
下肢又は体幹機能障がい者
(入浴に介助を要する者)で原
則 3 歳以上 

入浴に介助を要する者 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入
水等を補助でき、障がい者等や介護者が
容易に使用し得るもの。ただし、設置に
あたり住宅改修を伴うものは除く。 

便器 下肢又は体幹機能障害 2 級
以上で原則学齢児以上 常時介護を要する者 

障がい者が容易に使用し得るもの(手す
りを取り付けることができる)ただし、
取替えに当たり住宅改修を伴うものは
除く 

T 字状・棒状のつ
え 

平衡機能又は下肢もしくは
体幹機能障害又は運動機能
障害(移動)を有する 3 歳以上
の者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

歩行時の補助となるもの(補装具対象は
のぞく) 

移動・移乗支援用
具 

平衡機能又は下肢もしくは
体幹機能障害を有し、家庭内
の移動等において介助を必
要とする者で、原則 3 歳以
上。 

下肢が不自由な者 

家庭内での用具(手すり、スロープ等)で
あり、必要な強度と安定性を備え、転倒
予防・立ち上がり動作補助・移動動作補
助・段差解消等を目的とする。ただし、
設置に当たり住宅改修を伴うものは除
く。 

頭部保護帽 

平衡機能又は下肢もしくは
体幹機能障害を有するもの
又は運動機能障害(移動)又は
知的障害 A の者(てんかん発
作等により頻繁に転倒する
者) 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 

特殊便器 
上肢障害 2 級以上又は知的
障害 A の者。原則学齢児以
上。 

上肢機能に障がいのある者 
足踏みペダルにて温水温風を出し得る
もの。ただし、取替えに当たり住宅改修
を伴うものを除く。 

火災警報器 

障害等級 2 級以上又は知的
障害 A のもの(火災発生の感
知及び避難が著しく困難な
障がい者のみの世帯及びこ
れに準じる世帯) 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

室内の火災を煙又は熱により感知し、音
又は光を発し屋外にも警報ブザーで知
らせるもの 

自動消火器 

障害等級 2 級以上又は知的
障害 A のもの(火災発生の感
知及び避難が著しく困難な
障がい者のみの世帯及びこ
れに準じる世帯) 

火災発生の感知及び避難が
著しく困難な難病患者等の
みの世帯ならびにこれに準
ずる世帯 

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自
動的に消化液を噴射し初期火災を消火
し得るもの 

電磁調理器 

視覚障害 2 級以上(視覚障が
い者のみの世帯及びこれに
準じる世帯)又は 18 歳以上
の知的障害 A の者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者等が容易に操作できるもの 

歩行時間延長信
号機用小型送信
機 

視覚障害 2 級以上で原則学
齢児以上の者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 視覚障がい者が容易に使用し得るもの 

聴覚障害者用屋
内信号装置 
( 障がい者に限
る) 

聴覚障害 2 級以上(聴覚障が
い者のみの世帯及びこれに
準じる世帯で日常生活上必
要と認められる世帯) 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

音・音声等を視覚、触覚により知覚でき
るもの 

                     

32



 

在宅療養費支援用具 

種目 
対象者 

（障がい者） 

対象者 

（難病患者等） 
性能 

透析液加温器 

腎臓機能障害 3 級以上で自
己連続携行式腹膜灌流法
(CAPD)による透析療法を行
うもの。原則 3 歳以上。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

透析液を加温し、一定温度に保つも
の 

ネブライザー 
(吸入器) 

呼吸器機能障害 3 級以上も
しくは、肢体不自由障害 1・
2級で医師の意見書により必
要性が認められる者 

呼吸器機能に障がいのある
者 障がい者等が容易に使用し得るもの 

電気式たん吸引器 

呼吸器機能障害 3 級以上も
しくは、肢体不自由障害 1・
2級かつ医師の意見書により
必要性が認められる者 

呼吸器機能に障がいのある
者 障がい者等が容易に使用し得るもの 

酸素ボンベ運搬車
(障がい者に限る) 

医療保険による在宅酸素療
法を行う者。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者が容易に使用し得るもの 

音声式体温計 

視覚障害 2 級以上(視覚障が
い者のみの世帯及びこれに
準じる世帯)で児童は原則学
齢児以上のもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者等が容易に使用し得るもの 

音声式体重計 
視覚障害 2 級以上(視覚障が
い者のみの世帯及びこれに
準じる世帯) 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者等が容易に使用し得るもの 

音声式血圧計 
(障がい者に限る) 

視覚障害 2 級以上(視覚障が
い者のみの世帯及びこれに
準じる世帯)。ただし、1 世帯
につき 1 台のみとする。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

計測結果を音声により伝える機能を
有するもので、障がい者が容易に使
用し得るもの 

動脈血中酸素飽和度
測定器（パルスオキ
シメーター） 

呼吸器機能障害もしくは心
臓機能障害のある者であっ
て、医療保険における在宅酸
素療法を行う者もしくは人
工呼吸器を装着している者。
又は同程度の身体障がい者
で人工呼吸器を装着する者
であって、医師の意見書等に
より必要と認められる者。 

人工呼吸器の装着が必要な
者 

呼吸状態を継続的にモニタリングす
ることが可能な機能を有し、障がい
者等が容易に使用しうるもの 

 

情報・意思疎通支援用具 

種目 
対象者 

（障がい者） 

対象者 

（難病患者等） 
性能 

携帯用会話補助装置 

音声言語機能障害又は肢体
不自由者であって、発声・発
語に著しい障がいを有する
もの。原則学齢児以上。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

携帯式で、ことばを音声又は文章に
変換する機能を有し、障がい者が容
易に使用し得るもの 

情報・通信支援用具 

視覚障害 1・2 級又は上肢機
能障害 1・2 級 
当該用具を接続し、使用し得
るパソコン本体を所持する
学齢児以上のもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

パーソナルコンピュータ周辺機器
や、アプリケーションソフトで障が
い者が容易に使用し得るもの 

点字ディスプレイ 
(障がい者に限る) 

視覚障害 2 級以上であって
必要と認められるもの。 
原則 18 歳以上の者。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

文字等のコンピュータの画面情報を
点字等により示すことができるもの 

点字器 
(点筆を含む) 

視覚障がい者で、点字による
文書作成が可能な者又は盲
学校等において、これから習
得しようとする者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者等が容易に使用し得るもの 

点字タイプライター 
視覚障害 2 級以上で就労、就
学しているもの又は就労が
見込まれるもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者等が容易に使用し得るもの 
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視覚障害者用 
ポータブルレコーダ
ー(カセットテープ
レコーダーを含む) 

視覚障害 2 級以上で原則学
齢児以上のもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

音声等により操作ボタンが知覚又は
認識でき、かつ、DAISY 方式によ
る録音並びに当該方式により記録さ
れた図書の再生が可能な製品であっ
て障がい者が容易に使用し得るもの 

視覚障害者用活字文
書読上げ装置 

視覚障害 2 級以上で原則学
齢児以上の者。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

文字情報と同一紙面上に記載された
当該文字情報を暗号化した情報を読
み取り、音声信号に交換して出力機
能を有するもので、障がい者が容易
に使用し得るもの 

音声 IC タグレコー
ダー 

視覚障害 2 級以上で原則学
齢児以上のもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

IC タグ等に録音した音声を読み上
げる装置で、障がい者が容易に使用
し得るもの 

視覚障害者用 
拡大読書器 

視覚障害であって、本装置に
より文字等を読むことが可
能になる者。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

画像入力装置を印刷物等の上に置く
ことで、簡単に拡大された画像等を
モニターに映し出せるもの 

視覚障害者用時計 視覚障害 2 級以上 左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者等が容易に使用し得るもの 

聴覚障害者用通信装
置 

聴覚障害又は、音声機能、言
語機能、そしゃく機能に障が
いがあり、発声・発語に著し
い障がいを有するものであ
って、コミュニケーション、
緊急連絡等の手段として必
要と認められる者。原則学齢
児以上の者。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

一般の電話に接続することができ、
音声の代わりに文字等により通信が
可能な機器であり、障がい者等が容
易に使用できるもの 

聴覚障害者用情報受
信装置 

聴覚障がい者であって、本装
置によりテレビの視聴が可
能になるもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい
者用番組並びにテレビ番組に字幕及
び手話通訳の映像を合成したものを
画面に出力する機能を有し、かつ、
災害時の聴覚障がい者向け緊急信号
を受信するもので、障がい者等が容
易に使用し得るもの 

人工喉頭 喉頭摘出者で音声機能障害
を有する者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

呼気によりゴム等の膜を振動させ、
ビニール等の管を通じて音源を口腔
内に導き構音化するもの又は、顎下
部等にあてた電動版を駆動させ、経
皮的に音源を口腔内に導き構音化す
るもの 

点字図書 
主に情報の入手を点字によ
っている視覚障がい者で学
齢児以上のもの。 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 点字により作成された図書 

人工内耳用電池 
聴覚障害により身体障害者
手帳の交付を受け、人工内耳
を装着している者 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 人工内耳用電池 

人工内耳用イヤモー
ルド 

聴覚障害により身体障害者
手帳の交付を受け、人工内耳
を装着している者、かつ、イ
ヤモールドの使用が必要と
認められる者（両耳装着の場
合は２個まで支給できるも
のとする。） 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 障がい者が容易に使用し得るもの 

地デジ対応ラジオ 視覚障害 2 級以上の者（児童
は原則学齢児以上の者） 

左記の支給要件と同程度の
状態で必要と認められる者 

テレビ音声及び AM/FM 放送を受
信する機能を有し、視覚障がい者が
容易に使用できるもの 

人工内耳体外機 

聴覚障がい者で、人工内耳を
装用し 5 年以上経過してい
る者(医療保険の適用を受け
られない者に限る。) 

- スピーチプロセッサ等の外部装置で
障がい者が容易に使用できるもの 
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排泄管理支援用具 

種目 
対象者 

（障がい者） 
対象者 

（難病患者等） 
性能 

ストーマ装具 
（消化器系） 

直腸機能障がい者でストーマを
設けている 3 歳以上のもの 

左記の支給要件と同程度
の状態で必要と認められ
る者 

低刺激性の粘着剤を使用した密封型
又は下部開放型の収納袋とする。(皮
膚保護剤袋を身体に密着させるもの
等含む) 

ストーマ装具 
（尿路系） 

ぼうこう機能障がい者でストー
マを設けている 3 歳以上のもの 

左記の支給要件と同程度
の状態で必要と認められ
る者 

低刺激性の粘着剤を使用した密封型
又は下部開放型の収納袋で尿処理用
のキャップ付きとする(皮膚保護剤
袋を身体に密着させるもの等含む) 

紙おむつ等 
(紙おむつ、洗腸用
具、サラシ、ガーゼ
等衛生用品) 

ア．3 歳以上で、治療によって
軽快の見込みのないストマ周辺
の皮膚の著しいびらん、ストマ
の変形のためストマ用装具を装
着できない者、並びに先天性疾
患（先天性鎖肛を除く）に起因
する神経障害による高度の排尿
機能障害又は高度の排便機能障
害のある者及び先天性鎖肛に対
する肛門形成術に起因する高度
の排便機能障害のある者で、紙
おむつ等の用具類を必要とする
もの 
イ．3 歳以上で、脳性麻痺等脳
原性運動機能障害により、排尿
若しくは排便の意思表示が困難
な者（児童福祉法第 27 条第 2
項及び同法第 43 条の 4 に規定
する施設に入所している者で、
医師の意見書により高度の排便
又は排尿機能障害が認められる
場合を含む） 

左記の支給要件と同程度
の状態で必要と認められ
る者 

障がい者等及び介護者が容易に使用
できるもの 

  

ウ．肢体不自由下肢、体幹若し
くは運動機能障害移動 1 級又は
療育手帳最重度判定の者かつ 3
歳以上 65 歳未満の在宅で非課
税世帯に属する者 

- 

収尿器 高度の排尿機能障がい者 
左記の支給要件と同程度
の状態で必要と認められ
る者 

採尿器と畜尿袋で構成し尿の逆流防
止装置をつけるもの、又は耐久性ゴ
ム製採尿袋を有するもの、あるいは
ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管
付とする 

 
 
住宅改修費 

種目 対象者 
（障がい者） 

対象者 
（難病患者等） 性能 

居宅生活動作補助
用具 

下肢、体幹機能障害又は乳
幼児期以前の非進行性脳病
変による運動障害(移動機
能障害に限る)を有する者
であって障害等級 3 級以上
で学齢児以上のもの。 

下肢または体幹機能に障が
いのある者 

障がい者等の移動等を円滑にする
用具で設置に小規模な住宅改修を
伴うもの 

 
 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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３ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 

小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童等に対し、特殊寝台等の  

日常生活用具を給付します。 
 

<対象者> 
・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 

・障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 
 

<対象用具> ※購入前の申請が必要です。購入後の申請はできませんのでご注意ください。 
種目 対象者 性能等 

便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾患児童が容易に使用し得るもの 
（手すりをつけることができる。） 

特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止
できる機能を有するもの 

特殊便器 上肢機能に障がいのある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取
替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 

特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使
用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機
能を有するもの 

歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、   
歩行器等であること。 

ア 小児慢性特定疾患児童の身体機能の状態を 十分
踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有する
もの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補
助、段差解消等の用具となるもの 

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助で
き、小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し
得るもの 

特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児童
又は介助者が容易に使用し得るもの 

体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾患児童の体位を変換させるの
に 容易に使用し得るもの 

車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾患児童の身体機能を十分踏まえたもの
で あって、必要な強度と安定性を有するもの 

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒す
る者 

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある
者 

小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得る
もの 

クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 

紫外線カット 
クリーム 

紫外線に対する防御機能が
著しく欠けて、がんや神経障
害を起こすことがある者 

紫外線をカットできるもの 

ネブライザー 
（吸入器） 

呼吸器機能に障がいのある
者 

小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得る
もの 

パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な
者 

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機
能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 

ストーマ装具 
（蓄便袋） 

人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得る
もの 

ストーマ装具 
（蓄尿袋） 

人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得る
もの 

人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管
切開が必要な者 

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得る
もの 

<問い合せ先> 申請方法等詳細については下記までお問い合せください。 

東温市 健康推進課 母子保健係（電話０８９－９６４-４４０７） 
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４ 障がい者自動車運転免許取得助成 

  障がい者に対して自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。 

  ただし、免許の交付日から、６か月以内に申請したものに限ります。 

 

＜対象者＞  

身体障害者手帳１～６級の方、療育手帳の交付を受けている方もしくは精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方 

 

① 障がい者が自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められる方 

② 自らの障がいのため、交通機関を利用して通勤または通学することが困難な方

で、自動車運転免許が必要と認められる方 

 ③ 施設などに入所中の方で、将来の自立のために自動車運転免許が必要と認めら

れる方 

 ④ 社会参加、あるいは自立のため自動車運転免許の取得が必要と認められる方 

  

＜対象となる経費＞ 

免許取得に直接要した費用（入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮

免許取得料、その他必要な経費など） 

ただし、免許取得に要した交通費については、助成対象外となります。 

 

＜助成額＞ 

 免許取得に直接要した費用の２／３以内。限度額１０万円。 

  

＜申請に必要なもの＞ 

① 助成申請書 

 ② 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 

 ③ 運転免許取得にかかった費用を証明する書類 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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５ 身体障がい者用自動車改造費助成 

身体障がい者が、自ら運転する車の駆動・走行装置等を改造する場合、その費用

の一部を助成します。（※改造前の申請が必要です。改造後の申請はできません。） 

 

＜対象者＞ 

 次のいずれにも該当する方が対象となります。 

 

①  上肢、下肢または体幹機能障害がある方 

②  就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の改造を必要とする方 

③ 改造を行う月の属する年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額）が当該

年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人 

 

＜対象となる経費＞ 

 操向装置及び駆動装置等の一部を改造するのに要する経費 

  

＜助成額＞ 

 限度額１０万円 

  

＜申請に必要なもの＞ 

① 助成申請書 

② 身体障害者手帳 

③ 自動車検査証 

④ 自動車運転免許証（条件に改造の必要性が認められる記載がされているもの） 

⑤ 改造を行う業者の見積書（改造箇所と改造経費を明らかにしたもの） 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 
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10．他制度による支援 

１ パーキングパーミット制度（身体障がい者等用駐車場利用証制度） 
県内の公共施設やショッピングセンターなどに設置された身体障がい者等用駐車

場（車椅子マークがある駐車場）を適正に利用していただくため、県内共通のパー

キングパーミット（身体障がい者等用駐車場利用証）を交付し、歩行困難者の方々

に配慮した福祉社会づくりを推進するためのものです。 

             

＜利用証＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

交付対象者（※歩行が困難な方） 有効期間 

身体障がい者 

視覚障害 4 級以上 

5 年間 

聴覚障害 聴覚障害 3 級以上 

平衡機能障害 ５級以上 

音声言語機能障害 該当なし 

肢体不自由 上肢 4 級以上 

下肢 6 級以上 

体幹 5 級以上 

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害 
上肢機能 2 級以上 

移動機能 6 級以上 

心臓機能障害 4 級以上 

じん臓機能障害 4 級以上 

呼吸器機能障害 4 級以上 

ぼうこう又は直腸機能障害 4 級以上 

小腸機能障害 4 級以上 

肝臓機能障害 4 級以上 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4 級以上 

知的障がい者 重度 A 

精神障がい者 1 級 

高 齢 者 要介護度1以上 

その他（上記の基準に該当しないもので、障がいの特性により配慮が必要と認められる者） 

難病患者（特定医療費（指定難病）受給者及び特定疾患医療受給者） 

一時的に 

歩行が困難 

妊産婦の方 
産前 7 カ月～産後 1 年間 
※出産（予定）月の 7 カ月前から申請可。 

けがをされている方 車椅子・杖などの使用期間 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

車椅子マーク駐車区画（駐車幅 3.5ｍ以上） 

緑色のステッカー・コーン 

車いす等、車の扉を全開にしなければ、 

乗降することができない方向け 

プラスワンスペース（通常幅 3.5ｍ未満） 

オレンジ色のステッカー・コーン 

車の乗降に支障はないが、歩行が困難な方向け 
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２ 駐車禁止・通行禁止規制の適用除外 

身体障がい者等で歩行が困難な方が使用する車両は、駐車禁止や通行禁止（一方

通行を除く。）・歩行者用道路の交通規制の対象から除外される標章を受けることが

できます。標章の交付を受けるには、住所地を管轄する警察署への申請が必要です。 

  

＜対象となる障がいの範囲＞ 

① 身体障害者手帳をお持ちの方（障がい等級による） 

② 戦傷病者手帳をお持ちの方（障がいの程度による） 

③ 療育手帳をお持ちの方（重度の障がいをお持ちの方） 

④ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（1 級） 

⑤ 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方のうち、色素性乾皮症の方 

 

＜注意事項＞ 

障がいの範囲には、障がい等級や程度など適用基準があります。詳細は、下記機関

へお問い合わせください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 松山南警察署 交通課（電話 089-958-0110） 

 

３ 公営住宅への入居 

 

対象者または対象世帯 優遇措置の内容 備考 

障がい者または障がい者

がいる世帯が公営住宅に 

入居する場合 

・公営住宅の入居収入基準の緩和 

・入居者募集の抽選における  

入居予定順位の優遇 

・公営住宅の単身入居 

障がい者手帳等を  

呈示すること 

  

＜注意事項＞ 

いずれの優遇措置にも、障がいの程度など適用基準があります。詳細は、住宅を

管理する下記機関へお問い合わせください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 県営住宅 愛媛県営住宅管理グループ（電話 089-998-6671） 

 市営住宅 東温市役所 都市整備課  （電話 089-964-4412） 

 

〇愛媛県居住支援協議会（http://kyojushien.ehime-takken.or.jp） 

   TEL:089-968-2280（公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会） 

公営住宅に限らず、障がいのある方などに対し、住宅へ円滑に入居できるサポー

トを行っています。 
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４ 郵便料金の減免 

対象となる郵便物の種類  料金・備考 

点字郵便物 

点字のみを掲げたものを内容とする郵便物。郵便物の名

あて面上部に「点字郵便物」であることを明示。 

3ｋｇまで無料 

開封とすること。 

特定録音等郵便物 

視覚障がい者用の録音物または点字用紙を内容とする郵

便物で、日本郵便（株）から指定を受けた施設から差し

出し、またはそれらに差し出されたもの。 

3ｋｇまで無料 

開封とすること。 

心身障害者用ゆうメール 

日本郵便（株）に届け出た図書館と重度の身体障がい者

又は重度の知的障がい者との間で、図書の閲覧のために

発受されるゆうメール 

ゆうメール料金の半額 

 

「図書館用ゆうメール」と

明示すること。 

聴覚障害者用ゆうパック 

日本郵便（株）に届け出た聴覚障がい者の福祉を増進す

るための施設と聴覚障がい者との間で、聴覚障がい者用

ビデオテープの貸出しまたは返却のために発受される 

ゆうパック 

ゆうメール料金の半額 

 

・重量が 3ｋｇを超えない

こと。 

・「聴覚障害者用ゆうパッ

ク」と明示すること。 

点字ゆうパック 

大型の点字図書等を内容とするゆうパック 

・重量が 3ｋｇを超えるものの割引率は別扱い。 

・内容品が容易に透視できるように包装すること。 

3ｋｇまでゆうメール料金

の半額 

・「点字ゆうパック」と明示す

ること。 

心身障害者用低料第三種郵便物 

心身障がい者団体が心身障がい者の福祉を図ることを目

的として発行する定期刊行物で、日本郵便（株）の承認

を受けた  もの。 

発行回数等により異なる。 

・承認を受けたことを明示

すること。 

・開封とすること。 

＜問い合わせ先＞ 日本郵便株式会社 

 

５ 携帯電話基本使用料等の割引 
 

対象者 割引率 備考 

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者 

各事業者によ

って異なる。 

手帳を呈示するこ

と。 
  

＜注意事項＞割引率や適用要件が各携帯電話事業者によって異なります。 
 

＜問い合わせ先＞ 各携帯電話事業者 
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６ 無料電話番号案内（『ふれあい案内』） 
 電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの身体障がい者、知的障がい者や精神障がい

者は、NTT 電話番号案内（１０４）を無料で利用できます。 
 

対象者 料金 備考 

身体障がい者 

視覚障害 １～6 級 

肢体不自由１・２級（上肢・体幹・脳原性運動機能障害） 

聴覚障害 ２～４級、６級 

音声機能、言語機能、又はそしゃく機能の障がい 3 級、４級 

無料 事前登録が必要 

知的障がい者 

精神障がい者 
 

＜問い合わせ先＞ NTT 西日本ふれあい案内担当（電話 0120-104174） 

 
 

７ 聴覚、音声機能又は言語機能に障がいのある方の緊急通報  
東温市消防署では、聴覚・言語機能障がい者の方が消防へ通報するときのために、

FAX やインターネットから 119 番通報ができます。 
 

〈FAX119 のご利用方法〉 

通報用紙（HP からダウンロードできます）をセットし、119 番へ送信してください。 

※受信後、通報を受けとり出動したという内容の FAX を消防署から返信します。 

【通報用紙について】 

救急車が必要なときや火災を通報するときは、どのような様式でも結構ですので、

119 番へ FAX を送信してください。通報用紙には次の項目を記入してください。 

➀火事か救急か 

②救急車や消防車が出動する場所（番地を記入していただくと現場確定が早くできます。） 

③通報したあなたの名前 

④FAX 番号 

⑤救急の場合は、ケガまたは病気の状況 

⑥火事の場合は、何が燃えているか 
 

〈Net119 のご利用方法〉 

 Net119 緊急通報システムは、音声による 119 番通報が困難な聴覚・言語機能障

がい者が円滑に 119 番通報をすることができるシステムで、スマートフォンなどから

通報用 Web サイトにアクセスし、「救急」か「火災」を選択し、通報者のいる場所を

入力すれば、即座に消防本部に繋がり、テキストチャット形式でのやりとりで詳細の

確認を行い、救急車や消防車が出動します。 

※利用には GPS を搭載したスマートフォン等（GPS は ON）と、東温市消防本部へ

事前登録が必要です。 
 

〈問い合わせ先〉 

東温市消防本部 警防課（FAX 089-964-5264 電話 089-964-5210） 
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８ 生活福祉資金の貸付 

 低所得者世帯等に対し、相談窓口でお困りの内容を伺い、相談と貸付を組み合わせ

て世帯の問題を解決し、生計回復や自立を目指す制度です。 
 

＜対象となる世帯＞ 

 低所得世帯、障がい者の属する世帯、65 歳以上の高齢者の属する世帯 
 

資金の種類 貸付上限額の目安 

総

合

支

援

資

金 

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用 

(2 人以上) 

月20万円以内 

(単身) 

月15万円以内 

住宅入居費 住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40 万円以内 

一時生活再建費 
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活

費で賄うことが困難である費用 
60 万円以内 

福

祉

資

金 

福祉費 

生業を営むために必要な費用 460 万円以内 

技術習得に必要な経費及びその期間中の生計を維

持するために必要な経費 

(６か月程度) 

130 万円以内 

(技能習得期間に応じ) 

580 万円以内 

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに

必要な経費 
250 万円以内 

福祉用具等の購入に必要な経費 170 万円以内 

障がい者用自動車の購入に必要な経費 250 万円以内 

中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必

要な経費 
513.6 万円以内 

負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期

間中の生計を維持するために必要な経費 

(１年以内) 

170 万円以内 
 

(1 年～１年半以内） 

230 万円以内 

介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに

必要な経費及びその期間中の生計を維持するため

に必要な経費 

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150 万円以内 

冠婚葬祭に必要な経費 50 万円以内 

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50 万円以内 

就職、技能習得等の支度に必要な経費 50 万円以内 

その他日常生活上一時的に必要な経費 50 万円以内 

緊急小口資金 
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合

に必要となる少額の費用 
10 万円以内 
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教

育

支

援

資

金 

教育支援費 
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等

専門学校に就学するために必要な経費 

高校：月 3.5 万円以内 

高専：月 6 万円以内 

短大：月 6 万円以内 

大学：月 6.5 万円以内 

（ 特に必要と認める場合に限り、

上記金額の1.5倍まで可  ） 

就学支度金 
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等

専門学校への入学に際し必要な経費 
50 万円以内 

不

動

産

担

保

型

生

活

資

金 

不動産担保

型生活資金 

低所得の高齢者世帯に対し、居住用不動産を担保

として将来にわたり住み続けるための生活費用 

土地の評価額の 

７０％程度 

月 30 万円以内 

要保護世帯

向け不動産

担保型生活

資金 

要保護高齢者世帯に対し、居住用不動産を担保と

して将来にわたり住み続けるための生活費用 

土地及び建物の評価

額の７０％程度 

保護実施機関が定め

た貸付基本額の範囲

内 

＜注意事項＞ 

いずれの資金にも、貸付期間や償還期限、貸付利子、連帯保証人などの要件があ

ります。詳細は、下記機関へお問い合わせください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市社会福祉協議会（電話 089-955-5535） 
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９ 郵便等による不在者投票 

選挙において、下記の対象者については、郵便等による不在者投票をすることがで

きます。 

区分 対象者 

郵便等による不在者投票が

できる障がい者 

・両下肢、体幹、移動機能の障がい（１・２級） 

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸機能

の障がい（１級・３級） 

・免疫、肝臓機能の障がい（１～３級） 

上記のうち、代理記載をさ

せることができる障がい者 
・上肢、視覚の障がい（１級） 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市選挙管理委員会（電話 089-964-4400） 

 

 

1０ 投票支援について 

障がいのある方への投票支援を行っています。 

 

投票所へ

の移動支

援 

投票日当日は、送迎用の無料タクシーが利用できます。利用できる業者の

連絡先等については、選挙ごとに市の広報紙やホームページでお知らせし

ます。 

区間：自宅から投票所まで（東温市内）    

車種：大型福祉タクシー、中型福祉タクシー、小型タクシー  

手続：業者に直接連絡  時間：午前８時から午後６時まで 

代理投票 字が書けない場合は、聞き取りや指差し等の方法により、投票したい人や

政党名等を投票所の係員が確認して、代わりに書きます。 

選挙人の

介添え 

車椅子の方は、投票所の係員が車椅子の介助をします。 

投票所内を一人で移動することができない方は、投票所の係員が一緒に案

内します。 

点字投票 目が不自由な方は、点字で投票することができるように、投票所に点字

器と点字用の候補者・政党一覧を用意しています。 

また、愛媛県と連携して、希望者に点字版や音声版の選挙公報等を配布

します。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市選挙管理委員会（電話 089-964-4400） 
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１１．ヘルプカード・ヘルプマークについて 

１ ヘルプカード 

ヘルプカードは「手助けがほしい人」と「手助けをしたい人」をつな

ぐコミュニケーションのためのカードです。 

聴覚障がいや内部障がいなど、障がいがあることがわかりにくい人や

言葉などでうまく伝えることができない人等が、具体的な困りごとや周

りの人にお願いしたいこと、連絡先等をあらかじめヘルプカードに書い

て携帯します。 

災害時の避難のときや急病のとき、そのカードを使って周囲の人に適

切な配慮や支援をお願いすることができるものです。 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

                                 

２ ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊

娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている

方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるものです。 

 鞄等に着けたり、付属のシールに、ヘルプマーク利用者が周囲に伝え

たい情報や必要な支援の内容を記入して、裏面に貼りつけたりすること

ができます。 

 ヘルプマークを身に着けることで、外見で援助や配慮が必要なことが

わかり、公共交通機関で席を譲ってもらったり、困っている場合に声掛

けをしてもらうなどの援助が得やすくなります。 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

 

 

愛媛県では、平成３０年 7 月の西日本豪雨災害を教訓に、自然災害や南海トラフ地震等に備える

ため、障がいのある方やそのご家族向けに、「障がい者災害対応のてびき」を作成しています。 

 てびきは、県障がい福祉課や、市町の窓口で配布しています。 

     なお、愛媛県ホームページからも見ることができます。 

https://www.pref.ehime.jp/h15350 

/bosai-portal/preparation/household 

/shougaisha-saigaiji-tebiki.html 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市役所 社会福祉課 

 障がい福祉係（電話 089-964-4406） 

（ヘルプマーク） 

 

（ヘルプカード） 

障がい者災害対応のてびき 
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１２．避難行動要支援者支援制度について 

１ 避難行動要支援者支援事業 
災害時に避難等の支援が必要な方を支援するため、市が作成した避難行動要支援

者名簿を関係機関（自主防災組織、民生委員、消防機関、社会福祉協議会、警察等）

と情報共有し、地域でのネットワークづくりや、個別避難計画の作成に活用します。 
  

＜対象者＞ 

① 75 歳以上の高齢者のみの世帯 

② 介護保険制度における要介護 

３以上の方 

③ 身体障害者手帳１～３級の方 

④ 療育手帳所持者 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１～３級の方 

⑥ 難病の方 

① その他、災害時の自力避難に不安な方 

＜申請方法＞ 

①～⑥の対象者には、市から名簿情報の提供に関する同意確認書（申出書）を   

送付します（新規・未提出の方のみ：年１回）。 

⑦の場合は、市への申請により名簿登録することができます。 
 

＜問い合わせ先＞ 東温市役所 社会福祉課 社会福祉係（電話 089-964-4406） 
 

 

２ セーフティネットワーク事業 

避難行動要支援者名簿を活用し、地域でのネットワークづくりや、個別避難計画

の作成を推進しています。 
 

＜対象者＞避難行動要支援者支援事業と同じ 
 

＜申請方法＞ 

避難行動要支援者名簿の対象の方は、避難時に必要な情報や支援内容などの具体

的な内容を記載する個別避難計画を作成することができます。 

作成した個別避難計画は、本人またはご家族の同意の上、市や関係機関に情報提

供され、平常時の見守りや災害時の支援に活用されます。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 東温市社会福祉協議会 

（電話 089-955-5535）   

記載内容項目（例） 

・緊急連絡先・世帯構成 

・かかりつけ医療機関及び治療

中疾患 

・支援事業所及び利用ｻｰﾋﾞｽ 等 

性別

　　　年　　月　　日　 血液型

対象区分

携帯

行政区

電話

FAX

東温市避難行動要支援者　個別避難計画

■情報登録日：　　　　　　　　　　　　　　　　　■情報更新日：

フリガナ
氏名

生年月日

住所

実住所

写真

　　　　　　　　　　（　　　　組）

メール
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